
第５回放課後児童対策に関する専門委員会ヒアリング・発言要旨 

全国学童保育連絡協議会 会長 木田保男 

１．全国学童保育連絡協議会の紹介 

２．論点「４ 質の確保」ついて、私たちが考えること 

・学童保育で子どもたちに安全で安心して過ごせる生活を保障するにあたって、共通に子どものために守らなけ

ればならない質の確保がある。運営者や自治体の都合ではなく、「子どもの最善の利益」を守るという視点で

考えるべき。 

・子どもにとって学童保育は、家庭と学童保育に支えられながら自ら進んで通いつづけることができ、家庭と同

じような雰囲気のなかで毎日の生活を支える場であることが欠かせない。また、子どもが学童保育で充実した

生活をおくることは、保護者にとって大きな安心と支えにつながる。 

・しかし、市町村や学童保育現場によっては、子どもが充実した生活をおくることのできる環境が整えられてい

ない、指導員が厳しい労働条件のもとで勤務しているため、長期的に働きつづけることが困難な現状があり、

子どもが安心して学童保育に通いつづけることができないという事態が生じている。 

３．学童保育を必要とする子どもが、必要とする期間、学童保育に通いつづけることを支え

るために 

指導員にかかわって、つぎの４点の諸条件が整えられる必要があると考える 

（１）専任の指導員が常時複数配置され、安全面に配慮して円滑な運営を行えるようにすること 

・学童保育では、年齢や発達の異なる子どもが集団で、継続して生活を営んでいる。 

・「子ども一人ひとりと子ども全体に関わることを、同時に、または並行して行う必要があること」「小学１年生

から６年生までの子どもの生活・発達・特性を把握して、それぞれに応じた関わりが求められること」「個別

に特別な関わりが必要な場合があること」「子どもの安全を守る場面や、ケガや子ども同士のいさかいなどの

場面では、個々の子どもへの対応と、子ども全体への対応を同時に行う必要があること」 

・そのため、専門的な知識と技能を身につけた専任の指導員が常時複数配置されることが必要。 

（２）勤務時間として、保育時間前後に必要な準備時間が設けられること 

［指導員が担う、子どもと保護者に直接関わる仕事］ 

「放課後や学校長期休業中の生活を過ごすために必要とされる基本的な生活内容をつくる（休息やおやつの提供

など）」「子どもが安全に過ごし、遊ぶための環境の整備と、援助を行う」「保育内容を記録する」「情報の共有の

ための会議や打ち合わせを行う」「連絡帳などを通じて子どもの様子を保護者に伝える」など 

［学童保育を円滑に運営するためのさまざまな仕事］ 

「子どもの安全確保と環境整備」「施設・設備・備品の管理」「地域・学校や地域の関係機関との連絡・調整」「保

育に関する事務作業」「おやつ代、各種行事費などの金銭管理や書類整理」など。 

（３）子どもとの安定的なかかわりが継続できるよう、指導員の長期的に安定した雇用が確保されること 

（４）指導員が専門的な知識と技能を身につけ、さらに力量を向上させていくことができるように研修や

職場での事例検討の機会が保障されること 

４．現状と課題の解決にむけて、私たちが要望すること 

・1997年の法定化以降も、学童保育の事業内容は各自治体によってさまざまで、大きな格差があり、「省令基準」

策定後もその状況は続いている。必要とする子どもが利用できるよう、「全国一定水準の質の確保」がされた

学童保育を、十分に「量的拡大」していくことが急務。 

・指導員不足の背景にある、「指導員の処遇が大変低いこと」「『省令基準』と『運営指針』についての理解が不

十分なこと」などの根本的な問題に取り組むことが必要。 

・学童保育をはじめとした放課後の施策について、どのステージを「議論の場」とするにしても、児童福祉の理

念、「子どもの最善の利益」を尊重して議論されることが、最低限求められると考える。国には、後退するこ

となく、質の確保に努めながら、量的拡大を図っていただきたい。 

第5回 社会保障審議会児童部会放課後児童対策に関する専門委員会 
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第５回放課後児童対策に関する専門委員会ヒアリング・発言全文 

 

全国学童保育連絡協議会 
会長 木田保男 

 
 
今日は貴重な発言の機会をいただきましたこと、心より御礼申し上げます。 

全国学童保育連絡協議会会長の木田保男と申します。 

私たち全国学童保育連絡協議会は、学童保育の保護者と指導員でつくる全国の都道府県

の連絡協議会で組織された団体です。1967 年に結成し、50年にわたって活動をつづけてき

ました。保護者と指導員が書き手となってつくる月刊『日本の学童ほいく』の発行や、研

修の開催などを通じて、よりよい学童保育をつくる取り組みをすすめてきました。私自身

も、東京都小平市の学童保育に３人の子どもが通った保護者のＯＢです。 

 

本日は、この専門委員会の資料「これまでの議論を踏まえた論点整理と検討の方向性」

に書かれている論点「４ 質の確保」にしぼって、発言します。 

 

学童保育で子どもたちに安全で安心して過ごせる生活を保障するにあたって、地域や自

治体の創意工夫があることは大事だと思います。しかし、どのような状況であっても、共

通に子どものために守らなければならない質の確保が必要であると考えます。 

そしてそのことは、運営者や自治体の都合ではなく、「子どもの最善の利益」を守るとい

う視点で考えるべきです。 

 

「子どもにとって」という視点で、学童保育の質の確保について考えるとき、私たちは、

「子ども集団の人数規模の上限が守られていること」「専門的な知識と技能を身につけた指

導員が常時複数で、継続的・安定的に子どもにかかわること」など何点かあると考えます

が、本日は、「指導員のこと」に焦点を当てて、私たちが発行する月刊誌『日本の学童ほい

く』に保護者や指導員が執筆した手記も紹介しながら発言します。 

 

私たちは、学童保育に通う子どもたちの特徴を三つ挙げています。ひとつは、「保護者が

働いている子どもたちである」、もうひとつは、「保護者の願いと選択にもとづいて、基本

的に子どもが自分の意思で通う」、そして、「多くは低学年の子どもたちで、大人の保護・

養護を必要としている」ということです。また、学童保育の生活の特徴として、「異年齢の

子どもたちが集団で継続した生活を送っていること」、「放課後の生活であること」と整理

しています。 
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子どもにとって学童保育は、家庭と学童保育に支えられながら自ら進んで通いつづける

ことができ、家庭と同じような雰囲気のなかで毎日の生活を支える場であることが欠かせ

ません。また、子どもが学童保育で充実した生活をおくることは、保護者にとって大きな

安心と支えにつながります。 

 

しかし、市町村や学童保育現場によっては、子どもが充実した生活をおくることのでき

る環境が整えられていない、指導員が厳しい労働条件のもとで勤務しているため、長期的

に働きつづけることが困難な現状があり、子どもが安心して学童保育に通いつづけること

ができない事態も生じています。 

 

私たち全国学童保育連絡協議会は、必要とする子どもが、必要とする期間、学童保育に

通いつづけることを支えるためには、指導員にかかわってつぎの４点の諸条件が整えられ

る必要があると考えます。１点目、「専任の指導員が常時複数配置され、安全面に配慮して

円滑な運営を行えるようにすること」。２点目、「勤務時間として、保育時間前後に必要な

準備時間が設けられること」。３点目、「子どもとの安定的なかかわりが継続できるよう、

指導員の長期的に安定した雇用が確保されること」。４点目、「指導員が専門的な知識と技

能を身につけ、さらに力量を向上させていくことができるように研修や職場での事例検討

の機会が保障されること」です。 

 

◆１点目、「専任の指導員が常時複数配置され、安全面に配慮して円滑な運営を行えるよう

にすること」についてです。 

年齢や発達の異なる子どもが集団で、継続して生活を営んでいる学童保育では、 

「子ども一人ひとりと子ども全体に関わることを、同時に、または並行して行う必要が

あること」 

「小学１年生から６年生までの子どもの生活・発達・特性を把握して、それぞれに応じ

た関わりが求められること」 

「個別に特別な関わりが必要な場合があること」 

「子どもの安全を守る場面や、ケガや子ども同士のいさかいなどの場面では、個々の子

どもへの対応と、子ども全体への対応を同時に行う必要があること」 

などから、専門的な知識と技能を身につけた指導員が常時複数配置されることが必要で

す。 

現行の制度では、「支援の単位ごとに２人以上とする。ただしその一人を除き、補助員を

もってこれに代えることができる」とされていますが、半日勤務や短時間勤務、日替わり

のローテーション勤務などでは、子どものことを多角的に理解することは困難です。やは

り、専門的な知識と技能を身につけた有資格者である指導員が、常時複数で、保育にあた
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る体制が必要だと考えます。 

 

◆２点目、「勤務時間として、保育時間前後に必要な準備時間が設けられること」について

です。 

指導員は、子どもと保護者に直接関わる仕事として、 

「放課後や学校長期休業中の生活を過ごすために必要とされる基本的な生活内容をつく

る（休息やおやつの提供など）」 

「子どもが安全に過ごし、遊ぶための環境の整備と、援助を行う」 

「保育内容を記録する」、「情報の共有のための会議や打ち合わせを行う」 

「連絡帳などを通じて子どもの様子を保護者に伝える」という仕事を担っています。 

あわせて、学童保育を円滑に運営するためのさまざまな仕事も担います。おおまかには、 

「子どもの安全確保と環境整備」 

「施設・設備・備品の管理」 

「地域・学校や地域の関係機関との連絡・調整」 

「保育に関する事務作業」 

「おやつ代、各種行事費などの金銭管理や書類整理」 

などです。このことは、国が策定した「放課後児童クラブ運営指針」にも示されていま

す。 

これらの仕事は、子どもの安定的な生活を守るうえで不可欠なものであり、これを遂行

するためには、勤務時間として、保育時間前後の子どもが学童保育にいない時間に準備時

間が必要です。 

 

◆３点目、「子どもとの安定的なかかわりが継続できるよう、指導員の長期的に安定した雇

用が確保されること」についてです。 

現在でも、継続的な子どもとの関わりが保障されない有期雇用、期限付き雇用などが導

入されている地域もありますし、賃金や社会保障などの待遇が不十分な現状もあって、専

門的な知識と技能を持った指導員が働きつづけることができず、子どもに安定した生活を

保障することを困難にしています。このことは、「子どもの最善の利益」を守るうえで、ぜ

ひとも改善されなければならない課題だと考えます。 

 

◆４点目、「指導員が専門的な知識と技能を身につけ、さらに力量を向上させていくことが

できるように研修や職場での事例検討の機会が保障されること」についてです。 

本日は、『日本の学童ほいく』の記事の抜粋を資料に付けました。 

通し番号 7ページから 10ページの「資料１ 子どもの発達や年齢、生活環境を考慮した

育成支援の実践例」をお読みいただくと、異年齢で、発達、生活背景が異なる子どもたち

が、保護者や指導員に支えられながら、ともに継続的に営む生活をつくっていく様子がお
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わかりいただけると思います。 

 

また、最近では、長時間労働・不規則勤務・不安定雇用など、非常に厳しい労働環境の

なかで働いている保護者も少なくありません。家族がゆっくりかかわる時間や気持ちのゆ

とりを持ちづらい現状もあり、さまざまな困難や不安、さみしさを抱えている子どももい

ます。障害のある子ども、児童虐待が疑われる子ども、外国籍の子ども、病気やアレルギ

ーのある子ども、経済的に困難がある家庭の子どもが、学童保育を必要としていることも

あります。これについては、10ページから 14ページの「資料２ 特に配慮を必要とする子

どもの育成支援に関する実践例①」と「実践例②」をお読みください。 

 

指導員が学童保育で子どもたちと生活をともにして、子どもや保護者と信頼関係を築く

ことは、家庭での子育ての経験やその際に得た知識だけがあればできるものではありませ

ん。このように子どもの発達や家庭への理解、それを支えるうえでの専門的な知識や技能

が必要です。そのためにも、指導員は、いま目の前にいる子どもたちのために、学びつづ

けていく必要があり、研修や職場内での事例検討の機会の保障が必要です。 

 

1997 年に放課後児童健全育成事業として児童福祉法に位置づけられてからも、「地域の実

情に応じ」て運営すればいいとされていて、「省令基準」が定められる以前、学童保育の事

業内容は各自治体によってさまざまで、大きな格差がありました。いまなお、その状況は

続いていますが、このような格差を解消し、水準を引き上げるための手立ても講じられて

います。2010 年以降、国が「常勤」の指導員の配置を検討し、2017 年予算では、年額 180

万円の非常勤職員を想定して算出されていた三人のうち、一人が年額 310 万円で算出され

ることになったことは、改善への一歩ととらえています。 

 

15 ページから 16 ページの「資料４ 子どもの育成支援の充実と指導員の処遇改善の関わ

りに関する事例」、愛知県名古屋市の指導員の手記をごらんください。この学童保育は、市

の助成金を受けて父母会が運営しており、児童数の増減に伴って収入が左右されるため、

児童数が増えて「分割して二か所で運営することになってからも、常勤指導員の人数を増

やすことはでき」ませんでした。しかし、2014 年度、2015 年度、「放課後児童支援員等処

遇改善等事業」によって、それぞれの施設に常勤指導員を二名ずつ配置」することを実現

できたそうです。それからの様子を、執筆者はつぎのように述べています。 

「常勤指導員が複数配置され、より多くの目で子どもたちを見ることで、見えてくる子

どもの姿も深まりますし、打ちあわせなどで出される情報もより多くなり、それをも

とに、対応を検討することができるようになりました」 

「一人ひとりの子どもと話す時間も増え」 

「子どもの行動の内面に目が向けられるようになり、その背景にある問題の本質や、さ
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まざまなしがらみのなかで不適切に見える行動をとってでも大人に訴えたいことがあ

ったのだと気づけるようになっていきました」。 

そして、「いつまで指導員の仕事をつづけられるだろう？」「ダブルワークが必要なのか

な？」など、「本来なら考えなくてもよいことから解放された」ことも大きな支えになって、

「学童保育のあり方を大きく変える出来事だった」と述べています。 

 

しかし、厚生労働省の資料によると、この「放課後児童支援員等処遇改善等事業」は、

2017 年度は 297 市町村でしか活用されていません。2017 年度、国は「放課後児童支援員キ

ャリアアップ処遇改善事業」もスタートしましたが、こちらも 213 市町村でしか活用され

ていません。 

 

この間、放課後児童支援員の確保が大きな問題点として取り上げられ、その解決策とし

て省令基準を緩和することを検討されていますが、子どものために共通に守らなければな

らない質というものがあるはずです。 

 

私たちは、指導員不足の背景には、「指導員の処遇が大変低いこと」「『省令基準』と『運

営指針』についての理解が不十分なこと」があると認識しており、こうした根本的な問題

に取り組むことが必要と考えます。質の確保、つまり専門的な知識と技能を身につけた専

任の指導員が常時複数で配置されることは、子どもの命を守ることそのものであり、子ど

もと保護者の安心につながります。 

 

児童福祉法では、「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育

されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな

成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有す

る」と述べられており、これらの法の理念は遵守されなければなりません。 

学童保育をはじめとした放課後の施策について、どのステージを「議論の場」とするに

しても、児童福祉の理念、「子どもの最善の利益」を尊重して議論されることが、最低限求

められると考えます。 

 

「放課後児童クラブ運営指針」の策定についての局長通知には、「全国的な一定水準の質

の確保」という文言があります。基準が公布されたからと言って一夜にして変わるもので

はないとは私たちも思っています。国には、後退することなく、質の確保に努めながら、

量的拡大を図っていただきたい。子どもたちが安全で安心して過ごせる生活を保障するた

めに、私たち全国学童保育連絡協議会も努力することを申し添えます。 
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これらの事例は、月刊『日本の学童ほい

く』に掲載されたものです。執筆者の了

承を得ましたので紹介します。なお、子

どもの名前はすべて仮名です。 （木田） 

【資料１ 子どもの発達や年齢、生活環境を考慮した育成支援の実践例】 
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【資料２ 特に配慮を必要とする子どもの育成支援に関する実践例①】 
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【資料３ 特に配慮を必要とする子どもの育成支援に関する実践例②】 
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【資料４ 子どもの育成支援の充実と指導員の処遇改善の関わりに関する事例】 
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